
問Ⅴ‐２‐④（収支相償） 

 収支相償を二段階でやる理由を教えて下さい。また、第一段階と第二段階の

関係についてもお願いします。 

 

答 

１ 公益目的事業については、事業に係る収入はその実施に要する適正な費用

を償う額を超えないことが定められているため（公益法人認定法第５条第６

号）、まず第一段階として事業単位で収支を見ることが必要となります。しか

し、必ずしも特定の事業に係る収支には含まれないものの、なお法人の公益活

動に属する収支が存在するため、次の段階として法人の公益活動全体の収支

を見ることとしたものです。その際には毎年度、その年に実際に受けた収入が

かかった費用を必ず下回るようにすることは困難と考えられるため、収入が

費用を上回った場合でも特定費用準備資金に積み立てることなどで費用とみ

なし、収支相償を充たすものと取り扱うこととしたものです。このような扱い

をとることで、法人は財産を公益目的に現在使うか、将来使うかの選択が可能

となります。 

 

２ 第一段階は具体的には、公益目的事業（公益目的事業のチェックポイントに

おける事業の単位と同様の考え方に基づいて、事業の目的や実施の態様等か

ら関連する事業もまとめたものを含む）を単位として、これに直接関連する収

入（経常収益）と費用（経常費用）とを比較します。収入が費用を上回る場合

には、当該事業に係る特定費用準備資金への積立て額として整理します。 

（なお、法人の行う事業が一つしかない場合には、第一段階を省略し、次の第二

段階のみの判断とします。） 

 

３ 上記１で述べたように、公益目的事業のために法人が得る収入は、特に事業

に関連付けられた経常収益に限りません。特定の事業に関連付けられていな

い経常収益（公益のためとして一般的に受ける寄附金等）も公益目的事業に適

切に使用されているかを判断するため、第一段階の収支相償を充たした各事

業に係る経常収益と経常費用に加え、次の段階として、公益目的事業の会計に

属するその他の経常収益で各事業に直接関連付けられないものや、公益目的

事業に係る特定費用準備資金への積立て額と取崩し額、更に収益事業等を行

っている法人については、収益事業等から生じた利益のうち公益目的事業財

産に繰入れる額も加えて収支を比較します（計算方法は問Ⅴ－２－②参照）。 

 

 


